
 

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム 田平ホーム）入所指針 

 

第１（目的） 

この指針は、国の指針に基づき（長崎県（以下「県」という。）指定介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム田平ホーム（以下「施設」という。））における入所の取り扱いに関す

る基準を明らかにすることにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、

施設入所の合理的かつ円滑な実施に資することを目的とする。 

 

第２（入所判定対象の選定について) 

（１） 入所判定の対象者となる者は、入所申込者のうち、要介護 3 から要介護 5 までの要介

護者及び、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由

があることによる要介護 1 から要介護 2 の方の特例的な施設への入所（以下「特例入

所」という。）が認められる者とする。 

（２） 特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅において日常生活を営むこと

が困難なことについてやむを得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮するこ

と。 

①認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

難さが頻繁に見られること。 

②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通

の困難さ等が頻繁に見られること。 

③家族等による虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であるこ

と。 

④単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待

できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。 

（３）要介護 1 又は要介護 2 の入所申込みについては、以下のとおりとする。 

①施設は、入所申込みの書類に、特例入所の要件を具体的に記載した上で、その内容を

申込者側に丁寧に説明し、申込み者側に特例入所の要件への該当に関する申込者側

の考えを記載してもらうこと。 

②申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申し立てがある場合には、入所申

込みを受け付けない取扱いは認めないこととする。 

③入所判定が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である市町等

（以下 「保険者」という。）との間で情報の共有等を行うこと。なお、施設と保険者との

間での必要な情報共有等が行われるのであれば、以下の取扱いと異なる手続きとする

ことを妨げるものではない。 

イ 特例入所の要件に該当にする旨の入所申込みを受けた場合において、施設は、保険

者に対して別紙様式第１号により報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対

象者に該当するか否かを判断するに当たって、その意見を求めること。 

ロ イの求めを受けた場合において、保険者は、地域の居宅等サービスや生活支援など

の提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅等における生活の困



難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に対して適宜意見を様式第２号により表明でき

るものとすること。 

ハ 下記 第 4．の入所を決定する際の手続きとして設置する入所に関する検討のための

委員会においては、「介護の必要な程度」や「家族の状況」等について、ロの意見表明

から相当期間経過し、入所申込者の状況が変化した可能性があると施設が判断した場

合、改めて別紙様式第 3 号により保険者に意見を求めることが望ましいこと。 

 

第３ （入所の申し込み） 

（１） 申込方法 

   入所の申込は、当該施設備え付けの指定介護老人福祉施設入所申込書（別紙 1-1）か

つ入所指針第 2（1）に言う「特例入所」については指定介護老人福祉施設入所申込書（別

紙 1-2）・介護支援専門員等意見書（別紙２）に被保険者証（写）、及び直近三ヵ月のサー

ビス利用票（写）、サービス利用票別表（写）を添付の上、当該施設へ申し込むものとす

る。 

① 申込者は、申込事項に変更等が生じた場合は、入所申込事項の変更申し出を行うも

のとする。 

②直近三カ月のサービス利用票等（写）がない場合には、その状況について申込者から

説明を受けるものとする。 

③介護支援専門員等意見書については、担当介護支援専門員等が作成するものとす

る。 

（２） 更新の申込み 

①申込みの有効期限は受付日より１年とし、申込者は１年毎に更新の申込みを行うもの

と 

する。 

②更新の申込み方法は、当初の申込みと同様の手続きとする。 

（３） 入所受付簿の整備 

①施設が、入所申込書及び変更の申し出を受理した場合は、入所受付簿にその内容を

記録して管理しなければならない。 

②申込者から入所辞退の申し出や除外等の事由が生じた場合は、入所受付簿から削除

するものとする。 

 

第４ （入所検討委員会） 

（１）  施設は、入所の決定に係わる事務を処理するために、合議制による入所検討委員会 

(以下委員会という。)を設置しなければならない。 

（２） 委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成し、

施設長が委員長となる。 

なお、委員会には施設職員以外の第三者を加えることが望ましい。（施設職員以外

の第三者としては、当該社会福祉法人の評議員のうち地域の代表として加わっている

者、社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みにおいて

選任されている第三者委員等。）  



（３）  委員会は、委員長が招集し、利用者の変動に合わせて開催する。 

（４）  委員会は、入所順位表の調整を行う。 

（５）  委員会は、審議の結果、要介護 1 又は要介護 2 の方が特例入所対象者に該当しない

決定がなされた場合、この旨を文書により入所申込者への通知を行う。 

（６） 施設は、委員会を開催する都度、その協議の内容（２．（3）③イ及びロの保険者の意

見を含む。）を記録し、これを２年間保管しなければならない。 

施設は、保険者又は県から求めがあったときは、上記の記録を提出するものとする。 

 

第５ （入所順位表の調整） 

（１） 調整方法 

入所順位表（別紙）は入所受付簿（別紙）を基に調整する。入所順位表の順位 は、入所

申込者に対して別表に定める入所（利用）申込者評価基準（別紙３－１及び３－２）に基づ

く評点の高い順に優先順位を定める。 

なお、必要に応じて個別評価事項について配慮し、修正を加える。また、順位が 同一の

場合は、申し込みの早い者を上位とする。また、さらに同一であった場合は介護度の高い

者を上位とする。 

（２） 個別評価事項は以下のとおりとする。 

①性別（部屋単位の男女別構成を考慮する） 

  ②その他、特別に配慮しなければならない個別の事情（現に医療機関等に入院 （所）し

ている者で、当該施設から退院（所）を求められている者の取り扱いを含む）   

 

第６ （特別な事由による入所） 

（１）施設長の判断による入所 

次に掲げるいずれかの場合においては、委員会の審議によらず施設長の判断により

入所を決定することができる。但し、この場合において施設長は次回の委員会に報告す

るものとする。 

①災害や事件・事故等により委員会を招集する余裕がないとき。 

②老人福祉法第１１条第１項第 2 号の規定による措置（同法第 10 条の４第 1 項第 3 号の

規定による市町が行った措置により当該施設において空床利用型の短期入所生活介

護の利用が行われる場合を含む。）委託による場合。 

（２）その他 

平成２７年３月３１日現在で特別養護老人ホーム 田平ホームに入所中の要介護 1

又は要介護 2 の利用者が医療機関への入院等により退所し、再入所をする場合は、要

介護 3 から要介護 5 の利用者の再入所の取扱いに準じて取扱うこととする。 

 

第７ （入所辞退の取り扱い） 

施設長が入所の意思を確認したにもかかわらず、申込者の都合により入所辞退があ

った場合には、入所が必要になった時点で再度入所申込をするものとする。   

 

第８ （指針の適正な運用について） 



（１） 各施設は、この指針に基づき、適正に入所決定を行うものとする。 

（２） 県及び保険者は、この指針の適正な運用について、施設等に対し必要な助言を行うこ

とができる。 

（３） 施設は、入所希望者等関係者に対して、本指針の内容について適切に説明するととも

に、その運用に対して入所希望者や家族等から説明を求められた場合には、適切に対

応出来るよう、責任者或いは窓口を明確にしておくものとする。 

（４） 保険者と関係団体が当該保険区域に所在する施設を対象として、独自の指針を策定

する場合は、その指針によるものとする。 

 

第９ （指針の公表について） 

この指針は公表するものとする。 

なお、県及び保険者の協力を得て、広く周知に努めるものとする。 

 

第１０ （守秘義務について） 

この指針の運用に関わる者（入所検討委員会の第三者委員も含む）は、入所申込者

について知り得た個人情報についての守秘義務を負うものとする。 

なお、この守秘義務は、退職等によって本指針の運用に関わることがなくなった後も

引き続き継続するものとする。 

 

第１１ （指針の見直しについて） 

本指針は、見直す必要が生じた場合は、随時見直すこととする。見直しに当たっては、

県老人福祉施設協議会、県及び県内の市町等で協議するものとする。 

 

第１２ （附則） 

この指針は、平成１５年６月１日より施行する。 

（但し、申込みについては、５月１０日から受け付けるものとする） 

この指針は、平成２３年４月１日より施行する。 

この指針は、平成２７年３月２４日一部改正し、４月１日より適用する。 

     この指針は、平成２９年８月１４日より施行する。 

     この指針は、令和 3 年 4 月 1 日より施行する。 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

(様式第１号） 

第   号 

令和  年  月  日 

 

 

保 険 者  様 

 

住  所 平戸市田平町山内免２３２番地 

施 設 名  特別養護老人ホーム 田平ホーム 

施設長               ㊞ 

 

特別養護老人ホームにおける特例入所に係る申込書の受理 

及び保険者市町等の意見について（報告及び照会） 

 

 

このことについて、下記のとおり、入所申込書を受理しましたので、長崎県特別養護老人ホーム入所取扱指

針２－(３)－③イに基づき、報告するとともに入所申込者が特例入所に該当するか否かの判断に当たっての貴

職の意見を照会いたします。 

記 

 

N

o 

特 例 入 所 申 込 者 

１

※ 

氏 名  申込日  

住 所  受付日  

居宅において日常

生活を営むことが

困難と思われる事

由（該当箇所(複数可)

をチェックする） 

□ 認知症であるものであって、日常生活に支障を来たすような症状･行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見受けられる。 

□ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状･行動や意思疎

通の困難さが頻繁に見受けられる。 

□ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全･安心に確保が困難

である。 

□ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期

待できず、かつ、地域の介護サービスや生活支援の供給が不十分である。 

※上記を施設が判断した理由 

 

 ※報告及び照会が複数の申込者の場合は、継ぎ足して連番を記載すること。 

（添付資料） 

①  入所申込書（写し） 

②  介護支援専門員等の意見書（写） 

③  直近三ヶ月のサービス利用票(写)（ない場合、申込者からの聞き取り記録） 

④  サービス利用票別表（写） 

⑤  その他、保険者が、意見書作成に必要とする資料 

 



(様式第２号） 

 

第   号 

令和  年  月  日 

 

 

 

施 設 名 特別養護老人ホーム田平ホーム 

施設長           様 

 

  

（保険者市町等） 長           ㊞ 

 

 

 

特別養護老人ホームにおける特例入所に関する照会に対する回答について 

 

 

 

令和  年  月  日付、（ 番 号 ）により照会がありましたこのことについて、下記のとおり、回

答いたします。 

 

 

記 

   

   ○ 意見について（注：該当箇所をチェックする）  

 

     □（１）入所検討委員会に参加して意見を述べる。 

 

     □（２）この書面により意見とする。 

     

□ ①特例入所の要件に該当する    □②特例入所の要件に該当しない 

    

      ※ ①及び②の理由 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



(様式第３号） 

 

第   号 

令和  年  月  日 

 

 

 

保 険 者   様 

 

住  所 平戸市田平町山内免２３２番地 

施 設 名  特別養護老人ホーム 田平ホーム 

施設長             ㊞ 

 

 

 

特別養護老人ホームにおける特例入所の判定に際しての保険者の意見について（照会） 

 

このことについて、令和  年  月  日付でご意見をいただいた下記の者に係る特例入所の適否の判定

を行うに当たり、意見表明後、相当期間が経過しておりますので、指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）入所取扱指針２－(３)－③ハに基づき、現在における貴職の意見を照会します。 

 

記 

 

 

N

o 

特 例 入 所 申 込 者 

１

※ 

氏 名  文書番号  

住 所  文書日付  

意見照会事項 介護の必要の程度、その理由 

 ※報告及び照会が複数の申込者の場合は、継ぎ足して連番を記載すること。 

 

 

 

（添付資料） 

① 入所申込書（写） 

② 介護支援専門員等の意見書（写） 

③ 直近三ヶ月のサービス利用票(写)（ない場合、申込者からの聞き取り記録） 

④ サービス利用票別表（写） 

⑤ その他、保険者が意見書作成に必要とする資料 

⑥ 当初の意見書(写) 



 



 

 


